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証券コード 4733
平成29年６月７日

株 主 各 位
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表取締役社長 和 田 成 史

第38回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第38回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述
のご案内に従って平成29年６月23日（金曜日）午後５時45分までに議決権を行使して
くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月26日（月曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号

京王プラザホテル 本館47階　あおぞら
（末尾の会場の案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第38期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第４号議案 役員賞与支給の件

－ 1 －

提供書面
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４．議決権行使について
⑴　書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年６月23日（金曜日）
午後５時45分までに到着するようご返送ください。

⑵　インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合には、別添（29頁）の【インタ
ーネット等による議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、平成29年６月23日（金
曜日）午後５時45分までにご行使ください。

５．インターネットによる開示
　当社は、法令及び定款第14条の規定に基づき、提供書面のうち次に掲げる事項を
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.obc.co.jp）に掲載
しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。なお、本招
集ご通知の提供書面のうち計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監
査報告を作成するに際し、それぞれ監査をした対象の一部です。

・計算書類の個別注記表
以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト（アドレス　http://www.obc.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 2 －
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国経済は、消費税率引き上げの先送り、海外の政治情勢（英国のＥＵ離

脱、米国の政策転換リスク等）の影響による金融市場の混乱や経済不安等、国内景況に影響する様々
な事象が発生し、経済の先行きについて慎重な姿勢を崩しておりません。さらに、労働環境の改善、
働き方のダイバーシティ化等「働き方改革」に注目が集まる中、人口構造の変化による生産年齢人
口の減少や、依然として続くデフレ環境など、先行きの不透明な経済状況にあり、実質賃金があが
らない等の不況感から、個人消費は伸び悩んでおります。

経済状況は停滞の様相を呈しておりますが、当社の属する情報サービス産業では、ビッグデータ
の活用、AIやIoTの発展等、業界を取り巻く環境は引き続き変化を続けており、中でもクラウドコ
ンピューティングの利活用が当たり前の環境になりつつあります。

このような環境のもと、当社は「顧客第一主義」を念頭に置き、企業の業務とユーザーの「使い
やすさ」にフォーカスし、市場のニーズの変化に対応した製品サービスの開発およびサポート体制
の構築に注力してまいりました。

当事業年度では、上期には「OBCパートナーカンファレンス2016」を開催し、各地のパートナ
ー様と当社の販売戦略を共有することで、足並みをそろえてユーザー様のニーズに合ったサービス
を提供してまいりました。

第３四半期よりあらたに「クラウドファースト」を掲げ、「奉行フォーラム2016」を開催し「業
務が変わる。クラウドで変える。」をテーマとして企業業務におけるクラウドの活用について、ユ
ーザー様、パートナー様に幅広く提案を行ってまいりました。そして2016年12月には、奉行シリ
ーズのSaaS型クラウド製品の先駆けとして、新たに「奉行Jクラウド」を発表いたしました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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当事業年度末の当企業集団は、関連会社１社、その他の関係会社１社及びその他の関係会社の子
会社１社で構成されており、当企業集団における主な取引内容等は、以下のとおりであります。

関連会社ユニオンソフト株式会社（当社出資比率29.8％）は、ビジネスソフトウェア（手形の達
人等）の開発販売を行っており、当社は当該ソフトウェアの仕入販売を行っております。その他の
関係会社株式会社オービックにおいては、コンピュータのシステムインテグレーション事業、シス
テムサポート事業を行っており、当社ソフトウェアプロダクトの一部を販売しております。また、
その他の関係会社の子会社株式会社オービックオフィスオートメーションにおいては、ＯＡ関連機
器の販売及び消耗品の販売を行っており、当社ソフトウェアプロダクトの販売も行っております。

現時点では子会社がありませんので、連結計算書類は作成しておりません。

このような施策の結果、売上高232億90百万円（前期比6.3％増）、営業利益99億54百万円（同
8.8％増）、経常利益109億95百万円（同5.2％増）、当期純利益76億69百万円（同12.2％増）と
なりました。

なお、売上高が前期比6.3％増加した主な要因は、法制度改正による保守契約やその関連するサー
ビス等の売上が増加したことによるものであります。営業利益が同8.8％、経常利益が同5.2％、当
期純利益が同12.2％それぞれ増加した主な要因についても、売上高の増加が寄与したことによるも
のです。

当社はソフトウェア事業の単一セグメントとし、品目別に「プロダクト」（ソリューションテク
ノロジー及び関連製品）と「サービス」で区分し、販売実績の品目別に開示することにしておりま
す。なお当事業年度の品目別の売上状況は次のとおりです。

（ソリューションテクノロジー及び関連製品）
当事業年度のプロダクト（ソリューションテクノロジー及び関連製品）の売上高は前期比4.3％減

少し、102億59百万円となり売上高構成比44.1％となりました。
マイナンバー制度の実務に対応した製品への需要が一巡したことにより、ソリューションテクノ

ロジー売上高は70億18百万円（前期比3.8％減）、関連製品売上高は32億41百万円（前期比5.4％
減）とそれぞれ減収となりました。

（サービス）
当事業年度におけるサービスの売上高は前期比16.4％増加し、130億30百万円となり売上高構成

比55.9％となりました。
これは、法制度改正による保守契約やその関連するサービス等が売上に寄与したことによるもの

です。

－ 4 －
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品目別売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

品　目
第37期

平成28年３月期
第38期

（当事業年度）
平成29年３月期

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

プ ロ ダ ク ト
ソリューションテクノロジー 7,292 33.3％ 7,018 30.2％
関 連 製 品 3,426 15.6 3,241 13.9

小 計 10,719 48.9 10,259 44.1
サ ー ビ ス 11,192 51.1 13,030 55.9

合 計 21,912 100.0 23,290 100.0

②　設備投資の状況
当事業年度における設備投資額は、４億６百万円であります。
その主なものは、建物１億23百万円、工具器具備品１億58百万円及びソフトウェア１億13百万

円の設備投資であります。

③　資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

－ 5 －
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

項　目 第35期
平成26年３月期

第36期
平成27年３月期

第37期
平成28年３月期

第38期
(当事業年度)

平成29年３月期

売 上 高(百万円) 20,260 19,828 21,912 23,290

経 常 利 益(百万円) 12,281 10,465 10,452 10,995

当 期 純 利 益(百万円) 7,438 6,426 6,834 7,669

１株当たり当期純利益 （円) 197.93 170.99 181.85 204.08

総 資 産(百万円) 97,879 105,207 112,425 117,930

純 資 産(百万円) 83,376 90,994 95,531 100,042
１ 株 当 た り
純 資 産 （円) 2,218.49 2,421.21 2,541.93 2,661.96

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純
資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数より算出しております。

２．当社は平成25年８月９日開催の取締役会において、平成25年10月１日付で株式１株につき２
株の割合をもって株式分割を行っております。第35期（平成26年３月期）の期首に当該株式分
割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益を算出しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
重要な子会社はありません。

－ 6 －
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⑷　対処すべき課題
情報サービス業界においては、クラウドサービスやIoT、ＡＩ技術の普及、ビッグデータの活用な

ど、ＩＴ技術の進化とともにこれらを利用した多様なサービスが生まれていますが、その中でも顧客
ニーズの変化を的確にとらえた製品・サービスの創出が求められております。そして、このような市
場の変化に柔軟に対応するための開発環境の整備、技術力・営業提案力の向上が課題であると考えて
おります。

当社においては、引き続きビジネス基盤の充実・強化を図り、創業以来製品開発に貫いてきた「顧
客第一主義」を徹底し、顧客のニーズを的確にサービスに反映してまいります。

そのために対処すべき課題として、以下の内容を推進してまいります。
（新たなニーズや新たなＩＴテクノロジーへの挑戦）

①社会そして顧客のニーズの変化を察知する
現在ビジネスを取り巻く社会は、ビジネスモデルやワークスタイルにおいて多様性を増しており

ます。新しいテクノロジーの変化により生まれた多様化する社会ニーズの中で、新しいビジネスの
価値観が生まれ、顧客も新たなサービスを切望するようになります。こうした社会や顧客のニーズ
の変化をいち早く察知しサービスを提供し続けることで、さらなる企業としての価値が認められま
す。敏捷性・積極性を培い、変化対応力を社内に根付かせる基盤づくりが重要であると考えます。
②新しいテクノロジーを活用する

Microsoft テクノロジーにフォーカスし「Microsoft Azure」「Windows 10」「Windows 
Server 2016」におけるクラウドコンピューティングやタッチユーザーインターフェース、情報型
ワークスタイルへの変化・移行を意識した製品開発に注力します。

（コアコンピタンスの強化）
①企業業務（会計・人事・給与等）の業務サービスにフォーカスする
②中堅及び中規模・小規模企業にフォーカスする
③Microsoftテクノロジーにフォーカスする
④パートナー戦略にフォーカスする
⑤ブランド戦略にフォーカスする

以上「コアコンピタンス」の強化を実現することで新たなビジネスモデルを創出し、イノベーシ
ョンを起こしてまいります。

（新ビジネスと既存ビジネスの共存）
当社は現在、「クラウドファースト」を掲げ、従来の基幹業務の枠を超えた潜在的なニーズを掘り

起こし、クラウドを活用した新たなサービス提供に取り組んでおります。しかしながら、最新テクノ
ロジーを活用した優れた製品であっても、社会のニーズに合わなければビジネス上の価値はゼロとな
ります。これまでパッケージソフトウェアで培ってきた顧客からの信頼を大切にしながら、経験・知
識・ノウハウを活かし、新しいテクノロジーや多様化するニーズと「融合」させることにより、新し
い価値を生み出し、積極的な課題解決提案を行ってまいります。

－ 7 －
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（社員（人材）の確保と育成）
上記の内容を推進していくためには、社員教育が欠かせないと考えます。また当社の基本方針でも

ある「採用と教育」は最重要方針として位置づけております。当社は、先を見通す論理性と人間の機
微がわかる感性を持つ人を育てることに尽力いたします。最新テクノロジーの開発環境であっても、
人が創造し開発し顧客へ提供してまいりますので、そこには人間力が必要となります。

従いまして、今後においても知識の習得などの技術的研修と社員一人ひとりの意識改革（マインド）
研修の両軸から、人間力を強化し、さらに敏捷性・積極性を兼ね備えた人材の育成に取り組んでまい
ります。

⑸　主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
当社は、ビジネスソリューションテクノロジー及びＩＴ（情報技術）ソリューションテクノロジー

の開発メーカーとして、販売パートナーやそのテクノロジー技術を通してプロダクトを顧客に販売し、
保守・導入指導等のサービス提供を行っております。

⑹　主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）
本社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号　住友不動産新宿オークタワー32階
開発センター 開発本部（東京都新宿区）
支店 東京支店(※)　大阪支店　名古屋支店
営業所 札幌営業所　仙台営業所　関東営業所

横浜営業所　金沢営業所　静岡営業所
広島営業所　福岡営業所

ロジスティクスセンター 横浜市都筑区
(※)平成29年４月１日付で、首都圏をはじめ広域の営業支援を目的に東京営業部を新設し、東京支店を

東京営業部内に配置いたしました。

⑺　使用人の状況（平成29年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

721（８）名 36名増（２名増） 33.3歳 10.0年

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

⑻　主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）
該当事項はありません。

－ 8 －
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⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
特筆すべき重要な事実はありません。

２．株式に関する事項（平成29年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 161,408,000株
⑵　発行済株式の総数 40,352,000株
⑶　株主数 3,871名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク 13,589千株 36.16％

和 田 成 史 11,556 30.75

和 田 弘 子 2,616 6.96
ＪＰＭＣ ＯＰＰＥＮＨＥＩＭＥＲ ＪＡＳＤＥＣ
ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ 1,081 2.88

澤 田 和 久 464 1.23

中 山 　 茂 441 1.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 434 1.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 372 0.99

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２ 343 0.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 253 0.68

（注）１．当社は、自己株式を2,769,893株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況
該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 野 田 順 弘
㈱オービック代表取締役会長
㈱オービックオフィスオートメーション
代表取締役会長

代 表 取 締 役 社 長 和 田 成 史 営業本部長
専 務 取 締 役 和 田 弘 子 管理本部長兼管理部長
常 務 取 締 役 中 山 　 茂 開発本部長
取 締 役 大 原 　 泉 マーケティング本部長

取 締 役 木 村 　 博 ㈱オービックオフィスオートメーション
代表取締役社長

取 締 役 橘 　 昇 一 ㈱オービック代表取締役社長
㈱オービックオフィスオートメーション常務取締役

取 締 役 伊 東 千 秋 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役
日立造船㈱社外取締役

取 締 役 沖 原 隆 宗 関西電力㈱社外取締役
損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役

常 勤 監 査 役 黒 図 成 一
監 査 役 高 橋 郁 雄 弁護士

監 査 役 加 納 博 史
㈱オービック専務取締役兼経理・業務統括本部長
㈱オービックオフィスオートメーション社外監査役
㈱新潟オービックシステムエンジニアリング
社外監査役

（注）１．取締役野田順弘、木村博、橘昇一、伊東千秋、沖原隆宗の各氏は、会社法第２条第15号に定め
る社外取締役であります。また、取締役伊東千秋、沖原隆宗の各氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

２．監査役高橋郁雄、加納博史の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。ま
た、監査役高橋郁雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出てお
ります。

３．常勤監査役黒図成一、監査役加納博史の各氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

・常勤監査役黒図成一氏は、公認会計士の資格を有しております。
・監査役加納博史氏は、株式会社オービックの経理・業務統括本部長を兼務しております。

－ 10 －
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４．当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条１項に定める最低責任限度額とし
ております。

⑵　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
 

（う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　
 

役）
９名

（５）
222百万円

（51）
監 査 役

 

（う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　
 

役）
３

（２）
23

（13）
合 計

（ う ち 社 外 役 員 ）
12

（７）
245

（64）
 

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成19年６月26日開催の第28回定時株主総会において年額420百万円
以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成19年６月26日開催の第28回定時株主総会において年額60百万円
以内と決議いただいております。

３．上記の支給額には、平成29年６月26日開催の第38回定時株主総会において付議いたします役
員に対する賞与支給予定額が、以下のとおり含まれております。

取締役９名 58,500千円（うち社外取締役　５名　8,450千円）
監査役３名 5,500千円（うち社外監査役　２名　3,400千円）

⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役会長野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長、株式会社オービックオフィスオ
ートメーション代表取締役会長を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト
製品等の販売取引関係があります。

・取締役木村博氏は、株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長を兼務してお
ります。なお、当社は同社との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。

・取締役橘昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメ
ーション常務取締役を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販
売取引関係があります。

・取締役伊東千秋氏は、株式会社ゼンショーホールディングス及び日立造船株式会社社外取締役で
あります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

－ 11 －
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・取締役沖原隆宗氏は、関西電力株式会社社外取締役及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社社外
監査役であります。なお、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役加納博史氏は、株式会社オービック専務取締役兼経理・業務統括本部長、株式会社オービ
ックオフィスオートメーション、株式会社新潟オービックシステムエンジニアリング社外監査役
であります。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。

②　当事業年度における主な活動状況
取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

取締役会長 野 田 順 弘 当事業年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、主にオービ
ックグループ全体の経営者の見地から助言・提言を行っております。

取 締 役 木 村 　 博 当事業年度に開催された取締役会10回のうち９回に出席し、主に経験
豊富な経営者の観点から発言を行っております。

取 締 役 橘 　 昇 一 当事業年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、主に経験豊
富な経営者の観点から発言を行っております。

取 締 役 伊 東 千 秋
当事業年度に開催された取締役会10回のすべてに出席し、主に長年に
わたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観
的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保
するための発言を行っております。

取 締 役 沖 原 隆 宗
就任後に開催された取締役会９回のうち８回に出席し、主に長年にわ
たる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観
的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保
するための発言を行っております。

監 査 役 高 橋 郁 雄

取締役会においては当事業年度に開催された10回のすべてに出席し、
主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。監査役会
においては当事業年度に開催された12回のすべてに出席し、適宜取締
役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っておりま
す。

監 査 役 加 納 博 史

取締役会においては当事業年度に開催された10回のすべてに出席し、
主に経験豊富な財務及び会計に関する専門的見地から発言を行ってお
ります。監査役会においては当事業年度に開催された12回のすべてに
出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助
言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第20条の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。

－ 12 －
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　太陽有限責任監査法人

⑵　報酬等の額
・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円
・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もり
の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株

主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査

役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解
任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 13 －

会計監査人の状況



2017/05/25 14:05:53 / 16266671_株式会社オービックビジネスコンサルタント_招集通知（Ｃ）

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正
を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
・取締役会は、法令等遵守（以下「コンプライアンス」という。）のための体制を含む内部統制

システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受ける。
・社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持・向上を図る。
・監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行

を監査する。
・内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているかを確認し整備方針・計画

の実行状況を監視する。
・コンプライアンス全体を統括する総括責任者及びコンプライアンス担当の配置、コンプライア

ンスに関連する規程の作成及び整備、そして倫理研修の定期的実施等により、役員及び使用人
等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう指
導する。

・当社及び当社の子会社は、各社が定める社内規程等を整備・遵守し、適正な業務執行を行う。
また、当社及び当社の子会社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知
徹底することにより、法的要求事項を遵守する基盤を整備する。

・相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行わ
れ、また行われようとしていることに気づいたときは、社内及び社外の相談窓口等に通報しな
ければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わ
ない。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。
また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関す

る基本方針、さらにコンプライアンス・プログラムの要求事項を、実施し、維持し、及び継続的
に改善していく。

－ 14 －
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③　当社及び当社の子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整

備するとともに、リスク管理に関連する規程を整備し平時における事前予防体制を整備する。
・リスク管理の実効性を確保するために、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的として、内部

統制委員会及び個人情報保護委員会を設置し、各委員会の審議結果は、取締役会、経営委員会
及び監査役会に報告される。

・経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し又は発生するおそれが生じた場合の体制を事前に
整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じる。

④　当社及び当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社の子会社は、各社が定める社内規程等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が

行われるよう体制を整備する。
取締役会は原則月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

また取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営委員会を毎月１回開催し、業
務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。経営委員会は常勤取締
役及び関係する部長職、必要に応じて社外取締役の参加にて開催する。また社長以下部門責任者
をメンバーとする戦略会議を隔週で開催し、絞り込んだテーマについて、時間をかけて議論を行
う。

⑤　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行
に係る事項の当社への報告に関する体制
・関係会社の株式会社オービック、子会社及び関連会社との緊密な連携をもとにＯＢＣブランド

の維持・向上に努める。
・子会社及び関連会社の独立性を尊重しつつ、事業内容や財産の状況及び損益の状況についての

定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。また、会計監査人の監査を実施し、その
状況を取締役会及び監査役会で報告している。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のため

の監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項
・前号に定める監査役スタッフは、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令

に関して取締役、使用人の指揮命令を受けない。
・前号に定める監査役スタッフの発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を

得るものとする。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制
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⑧　当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、当該
報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
・監査役の職務の効率的な遂行のため、取締役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事

項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告する。この重要事項には、コンプライ
アンスに関する事項及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。

・取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に
従い直ちに報告する。また、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社の取締役及び
監査役との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。

・監査役への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度
遅延なく行う。

・監査役へ報告を行った者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止する。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監
査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。
・取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査にも協力する。
・取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士

等の外部専門家との連携を図れる環境を整備する。

⑪　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然とした態度

を貫く。
・当社就業規則に、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度を貫き、いかなる取引も行

ってはならない旨を記載し、役員、使用人へ周知徹底している。
・平素より反社会的勢力及び団体に関する情報収集を図り、万一不当要求等の事態が発生した場

合には警察や顧問弁護士と迅速に連絡を取り、速やかに対処できる体制を構築している。

⑫　財務報告の信頼性を確保するための体制の整備
金融商品取引法の定めに基づく財務報告に係る内部統制は、企業として最も重視すべき課題の

１つであると認識し、外部に公表する財務報告の重要な事項に虚偽記載が生じないための社内体
制の構築をする。内部統制の整備及び運用の状況を、毎年、内部監査室にて評価し、監査法人に
よる監査によってその有効性を確認する。内部統制の有効性を確保することで、財務報告の信頼
性と適正性を高める。

－ 16 －

業務の適正を確保するための体制
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用の状況
コーポレートガバナンスとは、効率的かつ健全な企業経営を可能にする体制を構築し、当社の経営

に様々な場面で関わりを有する株主、債権者、従業員、取引先、消費者、地域社会といったステーク
ホルダーの利益を適切に調整するための企業経営の基本的枠組みのあり方であると考えており、コー
ポレートガバナンスの充実は、経営上の重要な課題であると認識しています。当事業年度における上
記体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①　内部監査室は、社内諸規程の遵守の他、コンプライアンスを重視し、社内の業務監査、業務の改
善提案を行うとともに、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社
的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングしている。監査等の結果は、担当
取締役及び監査役会へ報告している。
また、決算開示資料については、取締役会に付議した後開示を行うことにより適正性を確保して
いる。

②　取締役会は10回開催され（その他書面決議による取締役会を２回実施）、重要事項の決定並びに
取締役の業務執行状況の監督等を行った。また取締役会の業務執行の適正性及び効率性を高める
ため、経営委員会を18回開催した。

③　監査役会は12回開催され、監査役会で定めた監査計画に基づき監査を行った。また、監査役は取
締役会に出席し、監査の実効性の向上を図っている。さらに会計監査人及び内部監査室との情報
交換により連携をしており、内部統制に対して十分な監視機能を有している。
当事業年度は監査計画に基づき、独立社外取締役２名へのヒアリングを実施し、取締役会の運営
や取締役の経営姿勢等について意見を聴取し意見交換を行った。

④　情報セキュリティ対策として個人情報を含めた会社の機密情報の漏えい防止を目的とした社員教
育を実施した。

⑤　役員・従業員一人ひとりが業務を遂行するに当たり心掛けるべき具体的な内容を「コンプライア
ンスの手引き」としてまとめ、社内Web掲示板を通じて周知するなど啓発活動を行った。また、
コンプライアンスに関するｅラーニング及びチェックテストを実施し、法令遵守に対する一層の
意識向上に取り組んだ。

⑥　反社会的勢力との関係を一切持たぬよう、役員・使用人の意識醸成に努めるとともに、各種取引
契約書等には反社会的勢力排除に関する記載を盛り込み、業務の適切性と安全性の確保に努めて
いる。

７．会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株

主共同利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつ

つ弾力的な検討を行ってまいります。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 未 収 入 金
敷 金 保 証 金
会 員 権
破 産 ・ 更 生 債 権 等
貸 倒 引 当 金

89,560,226
81,310,586
1,355,660
6,154,738

132,528
998

64,110
206,007

6,846
331,890

6,926
△10,067

28,370,388
477,488
273,241
10,221

194,026
418,059
13,003

390,468
14,587

27,474,840
26,802,115

16,093
114,030
623,002
37,780
3,632

△121,812

流 動 負 債 13,835,996
買 掛 金 233,771
未 払 金 529,131
未 払 費 用 769,860
未 払 法 人 税 等 1,920,409
未 払 消 費 税 等 281,957
預 り 金 70,339
前 受 収 益 9,962,491
役 員 賞 与 引 当 金 64,000
そ の 他 4,035

固 定 負 債 4,052,473
繰 延 税 金 負 債 2,461,461
退 職 給 付 引 当 金 1,467,430
資 産 除 去 債 務 123,581

負 債 合 計 17,888,470
純 資 産 の 部

株 主 資 本 90,323,562
資 本 金 10,519,000
資 本 剰 余 金 18,949,268

資 本 準 備 金 18,415,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 534,268

利 益 剰 余 金 66,204,172
利 益 準 備 金 140,610
そ の 他 利 益 剰 余 金 66,063,562

別 途 積 立 金 52,100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 13,963,562

自 己 株 式 △5,348,878
評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,718,582

その他有価証券評価差額金 9,718,582
純 資 産 合 計 100,042,145

資 産 合 計 117,930,615 負 債 純 資 産 合 計 117,930,615

－ 18 －
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損　益　計　算　書

(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 23,290,465
売 上 原 価 3,543,925

売 上 総 利 益 19,746,539
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,792,368

営 業 利 益 9,954,170
営 業 外 収 益 1,158,653

受 取 利 息 350
有 価 証 券 利 息 19,001
受 取 配 当 金 840,247
投 資 有 価 証 券 売 却 益 42,769
投 資 事 業 組 合 運 用 益 191,749
そ の 他 64,534

営 業 外 費 用 117,491
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 114,030
そ の 他 3,461
経 常 利 益 10,995,332

特 別 利 益 6,677
固 定 資 産 売 却 益 1,638
投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,038

特 別 損 失 46,740
固 定 資 産 除 却 損 3,573
投 資 有 価 証 券 評 価 損 667
役 員 退 職 慰 労 金 42,500

税 引 前 当 期 純 利 益 10,955,269
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,161,554
法 人 税 等 調 整 額 123,822
当 期 純 利 益 7,669,892

－ 19 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 10,519,000 18,415,000 534,268 18,949,268 140,610 48,100,000 12,924,421 61,165,032
当期変動額

別途積立金の積立 4,000,000 △4,000,000 －
剰余金の配当 △2,630,751 △2,630,751
当期純利益 7,669,892 7,669,892
自己株式の取得
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － 4,000,000 1,039,140 5,039,140
当期末残高 10,519,000 18,415,000 534,268 18,949,268 140,610 52,100,000 13,963,562 66,204,172

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △5,348,339 85,284,961 10,246,317 10,246,317 95,531,278
当期変動額

別途積立金の積立 － －
剰余金の配当 △2,630,751 △2,630,751
当期純利益 7,669,892 7,669,892
自己株式の取得 △539 △539 △539
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△527,734 △527,734 △527,734

当期変動額合計 △539 5,038,601 △527,734 △527,734 4,510,866
当期末残高 △5,348,878 90,323,562 9,718,582 9,718,582 100,042,145

－ 20 －

株主資本等変動計算書
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年５月６日
株式会社オービックビジネスコンサルタント

取締役会　御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 泉 　 淳 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 川 克 明 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オービックビジネスコンサルタントの
平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 21 －

会計監査報告
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

 

（２）　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
 

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月10日
株式会社オービックビジネスコンサルタント　監査役会

常勤監査役 黒 図 成 一 ㊞
社外監査役 高 橋 郁 雄 ㊞
社外監査役 加 納 博 史 ㊞

以　上
－ 22 －

監査役会の監査報告



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2017/05/25 14:05:53 / 16266671_株式会社オービックビジネスコンサルタント_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としな

がら、今後の事業展開等を勘案して以下のとおり当期の期末配当及びその他の剰余金の処分をさせてい
ただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は1,315,373,745円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年６月27日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
①　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,000,000,000円
②　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

－ 23 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役10名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化

のため１名増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

の

野
だ

田
ま さ

順
ひ ろ

弘
(昭和13年８月24日生)

再 任 社 外

昭和43年４月 株式会社オービック設立
同社代表取締役社長就任

昭和54年11月 株式会社オービックオフィスオートメーション
代表取締役社長就任

昭和56年５月 当社代表取締役会長就任
平成８年１月 株式会社オービックオフィスオートメーション

代表取締役会長就任（現任）
平成８年６月 当社取締役会長就任（現任）
平成15年４月 株式会社オービック代表取締役会長就任
平成18年２月 同社代表取締役会長兼社長就任
平成25年４月 同社代表取締役会長就任（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社オービック代表取締役会長
株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長

203,200株

（社外取締役候補者とした理由）
野田順弘氏は、オービックグループ全体を把握する経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経
営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

２

わ

和
だ

田
し げ

成
ふ み

史
(昭和27年８月30日生)

再 任

昭和55年12月 当社設立
当社代表取締役社長就任

平成２年１月 当社営業本部長
平成21年４月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任（現任）

11,556,320株

（取締役候補者とした理由）
和田成史氏は、長年にわたり代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と当社最高責任者としてリー
ダーシップを発揮し、また営業分野をはじめ当社の様々な部門に精通するなど幅広い見識と当社の代表取締役
に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

３

わ

和
だ

田
ひ ろ

弘
こ

子
(昭和28年５月22日生)

再 任

昭和55年12月 当社設立
当社取締役就任

昭和58年１月 当社常務取締役就任
平成２年１月 当社管理本部長兼管理部長（現任）
平成11年６月 当社専務取締役就任（現任）

2,616,800株

（取締役候補者とした理由）
和田弘子氏は、長年にわたり管理部門全体を指揮し、経営企画及び財務分野をはじめ当社の様々な部門で豊富
な経験と幅広い見識を有しており、当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮するなど、当社の取締役に相
応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 24 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４

な か

中
や ま

山
 

　
しげる

茂
(昭和31年３月11日生)

再 任

昭和57年５月 当社入社
平成２年１月 当社開発本部長（現任）
平成３年２月 当社取締役就任
平成11年６月 当社常務取締役就任（現任）
平成17年４月 当社アプリケーション開発部長

441,600株

（取締役候補者とした理由）
中山茂氏は、長年にわたり開発部門全体を指揮し、研究開発及びアプリケーション開発で豊富な経験を有して
おり、当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮するなど、当社の取締役に相応しい経験と能力を有してい
ることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

５

き

木
む ら

村
 

　
ひろし

博
(昭和24年１月13日生)

再 任 社 外

昭和43年４月 株式会社オービック入社
昭和63年１月 同社大阪本社営業部長
平成５年６月 同社取締役就任
平成８年１月 株式会社オービックオフィスオートメーション

代表取締役社長就任（現任）
平成18年６月 当社取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長

－株

（社外取締役候補者とした理由）
木村博氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場
にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

６

たちばな

橘
 

　
しょう

昇
い ち

一
(昭和36年４月26日生)

再 任 社 外

昭和60年４月 株式会社オービック入社
平成20年４月 同社取締役副社長就任

同社ソリューション統括本部長兼ソリューショ
ン推進本部長
株式会社オービックオフィスオートメーション
取締役就任

平成21年６月 当社取締役就任（現任）
平成25年４月 株式会社オービック代表取締役社長就任（現任）
平成26年６月 株式会社オービックオフィスオートメーション

常務取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社オービック代表取締役社長
株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役

－株

（社外取締役候補者とした理由）
橘昇一氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場
にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

－ 25 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

７

い

伊
と う

東
ち

千
あ き

秋
(昭和22年10月10日生)

再 任 社 外
独 立 役 員

昭和45年４月 富士通株式会社入社
平成16年６月 同社取締役専務就任
平成18年６月 同社代表取締役副社長就任
平成20年６月 同社取締役副会長就任
平成22年４月 株式会社富士通総研代表取締役会長就任
平成24年４月 同社相談役就任
平成25年６月 日立造船株式会社取締役就任(現任)
平成27年６月 当社取締役就任（現任）

株式会社ゼンショーホールディングス取締役就
任（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役
日立造船株式会社社外取締役

－株

（社外取締役候補者とした理由）
伊東千秋氏は、富士通株式会社の経営に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経
営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

８

お き

沖
は ら

原
た か

隆
む ね

宗
(昭和26年７月11日生)

再 任 社 外
独 立 役 員

昭和49年４月 株式会社三和銀行入行
平成13年３月 同行執行役員就任　法人統括部長
平成14年１月 株式会社ＵＦＪ銀行執行役員就任　法人カンパ

ニー長補佐
平成15年５月 同行常務執行役員就任
平成16年５月 同行代表取締役頭取就任
平成16年６月 株式会社ＵＦＪホールディングス取締役就任
平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行代表取締役副頭取

就任
平成20年４月 同行代表取締役副会長就任
平成22年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ代

表取締役会長就任
平成26年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行特別顧問就任（現任）
平成26年６月 関西電力株式会社取締役就任（現任）

損害保険ジャパン日本興亜株式会社監査役就任
（現任）

平成28年６月 当社取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
関西電力株式会社社外取締役
損害保険ジャパン日本興亜株式会社社外監査役

－株

（社外取締役候補者とした理由）
沖原隆宗氏は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の経営に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有
し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

－ 26 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

９

か ら

唐
か ま

鎌
か つ

勝
ひ こ

彦
（昭和41年７月29日生）

新 任

平成元年４月 当社入社
平成19年４月 開発本部　部長
平成25年６月 開発本部　副本部長（現任） 3,700株

（取締役候補者とした理由）
唐鎌勝彦氏は、入社以来長年にわたり開発部門にて従事し、ＩＴに関する高度な知識及び経験を有しておりま
す。また、開発本部副本部長として、ＩＴ戦略の立案やアプリケーション開発の中心的役割を担っていること
から、取締役として選任をお願いするものであります。

10

お ぎ

荻
の

野
と し

俊
お

夫
（昭和40年５月19日生）

新 任

平成５年１月 当社入社
平成９年４月 仙台営業所　所長
平成12年５月 大阪支店　支店長
平成24年４月 営業本部　部長
平成25年６月 営業本部　副本部長（現任）

9,200株

（取締役候補者とした理由）
荻野俊夫氏は、入社以来長年にわたり営業部門にて従事し、また、営業本部副本部長として、営業部門全体を
けん引し当社の業務拡大、事業推進の中心的役割を担っていることから、取締役として選任をお願いするもの
であります。

（注）１．野田順弘氏、木村博氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏は、社外取締役候補者であります。
２．野田順弘氏、木村博氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、

それぞれ社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって野田順弘氏が36年、木村博氏が11
年、橘昇一氏が８年、伊東千秋氏が２年、沖原隆宗氏が１年となります。

３．当社は、野田順弘氏、木村博氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏が選任された際には、各氏との間で
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当
該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。なお、各氏
の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、伊東千秋氏及び沖原隆宗氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。両氏が再任された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

５．当社は、株式会社オービック、株式会社オービックオフィスオートメーションとプロダクト製品等の販売
取引関係があります。なお、野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長、株式会社オービックオ
フィスオートメーション代表取締役会長、木村博氏は、株式会社オービックオフィスオートメーション代
表取締役社長、橘昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメ
ーション常務取締役をそれぞれ兼務しております。

６．その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 27 －

取締役選任議案
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第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます大原泉氏に対し、在任中の功労に報

いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといた
したく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

大 原 　 泉 平成８年４月　　　当社取締役就任（現任）

第４号議案　役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役９名（うち社外取締役５名）及び監査役３名（うち社外監査役２名）に対

し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額64,000千円（取締役分58,500
千円（うち社外取締役分8,450千円）、監査役分5,500千円（うち社外監査役分3,400千円））支給する
ことにいたしたいと存じます。

なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査
役の協議にご一任願いたいと存じます。

以　上

－ 28 －

役員退職慰労金贈呈議案、役員賞与支給議案
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【インターネット等による議決権行使のご案内】
インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきます

よう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただく
ことによってのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】　http://www.web54.net

２．議決権行使のお取扱いについて
 

（１）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決
権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
 

（２）議決権の行使期限は、平成29年６月23日（金曜日）午後５時45分までとなっておりますので、
お早めのご行使をお願いいたします。
 

（３）書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるも
のを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数議決
権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
 

（４）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）
は、株主様のご負担となります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
 

（１）パスワードは、投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑
や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
 

（２）パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の
場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
 

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
 

（１）本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお
問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］0120（652）031（受付時間　9:00～21:00 ）

（２）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社宛てお問い合わせください。
イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行　証券代行事務センター
［電話］0120（782）031（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）

５．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラ
ットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

－ 29 －

インターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについて
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株主総会会場の案内図

会　場　東京都新宿区西新宿二丁目２番１号
　　　　京王プラザホテル　本館47階　あおぞら
　　　　電話　03-3344-0111

新宿中央公園
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小田急百貨店

歌舞伎町

明治安田生命ビル

エステック情報
　　　　　ビル

京王プラザホテル

●交通のご案内●
●ＪＲ新宿駅西口下車　徒歩５分
●京王線・小田急線・地下鉄（丸ノ内線・都営新宿線）新宿駅下車　徒歩５分
●都営大江戸線　都庁前駅Ｂ１出口すぐ
●お車なら「新宿ランプ」を降りて、３つ目の信号を右折、２つ目の信号を右折、

200ｍ位左側
※　お車でご来館のお客様は、会場受付にお申し付けください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




